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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年１月３１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐡 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２４年６月１８日（月） ０４時３０分ごろ 

発生場所 大阪府高石市西方沖 

大阪府堺市所在の堺浜寺南防波堤灯台から真方位２６３°７海里

（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°３２.５′ 東経１３５°１６.２′） 

事故調査の経過  平成２４年６月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨客船兼自動車渡船 琉 球
りゅうきゅう

エキスプレス、６,２６６トン 

１３６４４４、マルエーフェリー株式会社（Ａ社） 

１４５.６２ｍ×２２.００ｍ×１４.２５ｍ、鋼 

ディーゼル機関２基、１３,２３０kＷ（合計）、平成１４年９

月１０日 

Ｂ 漁船 住
すみ

吉
よし

丸、９.７トン 

ＯＳ２－２０７４（漁船登録番号）、個人所有 

１７.２８ｍ（Lr）×４.０７ｍ×１.１８ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、４８kＷ、平成１２年７月１０日 

Ｃ 漁船 住
すみ

吉
よし

丸、９.１トン 

ＯＳ２－２１４１（漁船登録番号）、個人所有 

１７.２０ｍ（Lr）×４.０８ｍ×１.２４ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、４８kＷ、平成１６年１１月２２日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６３歳 

一級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成２年３月２２日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２１年１１月２５日 

免状有効期間満了日 平成２７年３月２１日 

航海士Ａ（一等航海士） 男性 ４１歳 

三級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成１１年１０月６日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２１年１０月１４日 

免状有効期間満了日 平成２６年１０月１３日 
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Ｂ 船長Ｂ 男性 ４６歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免 許登録日 昭和６０年５月２２日 

免許証交付日 平成２２年２月１６日 

（平成２７年５月２１日まで有効） 

Ｃ 船長Ｃ 男性 ２４歳 

二級小型船舶操縦士 

免 許登録日 平成１６年１２月２０日 

免許証交付日 平成２１年２月２日 

（平成２６年１２月１９日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ なし 

Ｃ なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ なし 

Ｃ 左舷船首部及び外板に擦過傷及び亀裂、マスト折損 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか２０人が乗り組み、旅客２４人を乗せ、貨物約

５４４ｔ（車両４９台）を積載し、船長が船橋におり、航海士Ａ及び

甲板手が当直して大阪府高石市西方沖を阪神港大阪区大阪南港フェリ

ーターミナルに向けて針路０４３°（真方位、以下同じ。）速力１８.

２ノット（kn）（対地速力、以下同じ。）で航行中であった。 

航海士Ａは、平成２４年６月１８日０４時２３分ごろ、右舷船首約

１０〜３０°距離３Ｍ付近のところで、北西進中のＣ船の右舷とＢ船

の左舷を接舷して船首部及び後部をワイヤ等でつないだ一体の船列

（以下「Ｃ船列」という。）を含む漁船群（以下「Ｃ漁船群」とい

う。）ほかを初認した。 

航海士Ａは、漁船群が後続の漁船群になるほど密集していたので、

後続の漁船群が接近する前に速やかに漁船群を通過したいと考え、０

４時２８分ごろ、前方の船と船間距離があったＣ漁船群の前路を横切

ろうとしてＣ漁船群に対し、昼間信号灯を照射するとともに、音響信

号を吹鳴し、左舵１０°を取って左転したところ、Ｃ船列以外の漁船

は変針又は減速等したものの、Ｃ船列の針路及び速力に変化はなかっ

た。 

航海士Ａは、０４時２９分ごろ、Ｃ船列との距離が約０.３Ｍとな

って衝突の危険を感じたものの、船長ＣがＡ船を見ているはずである

からＣ船列がＡ船を避航すると思い、Ｃ船列の船首を横切るため、発

光及び音響信号を行いながら左舵１０°で左転したが、Ｃ船列の針路

及び速力に変化はなかった。 

船橋にいた船長Ａは、とっさに左舵一杯を指示したが、０４時３０

分ごろ、高石市西方沖において、速力約１８.７kn で左転中のＡ船の
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右舷船首部と北西進中のＣ船の左舷船首部が衝突した後、続いて左転

中のＡ船の右舷フレアー及び右舷外板と右転中のＣ船のマスト及び左

舷外板が衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、Ｃ船は、船長Ｃほか１人が乗り

組み、機船船びき網によるしらす漁のため、Ｃ船列を構成し、後部甲

板には船びき網の投入の準備を行い、阪神港神戸区の神戸空港南方沖

の漁場に向けて岸和田港を出港し、針路約３０６°速力約１０kn で

航行中であった。 

Ｃ船列で航行する場合の針路及び速力は、Ｂ船が主導し、Ｃ船は追

従して航行していた。 

Ｂ船及びＣ船は、後部甲板上の装備を除き、ほぼ同型船であり、Ｂ

船及びＣ船とも接舷している側の正横付近は見づらいので、右舷側正

横付近の見張りはＢ船が、左舷側正横付近の見張りはＣ船が主に行っ

ていた。 

船長Ｃは、Ａ船を左舷方向に確認したが、自船が保持船であり、Ａ

船の方位が船尾方へ変化していたので、Ａ船との衝突の虞はないと判

断し、船長Ｂに報告せず、その後は、Ａ船の動静を監視していなかっ

た。 

船長Ｂ及び船長Ｃは、先行する手船が見えなくなる可能性があるた

め、船首方を先行する手船（探索船）の動向及び魚群探知機に注意し

て航行中、０４時３０分ごろ、突然、Ａ船船首が、Ｃ船の左舷後方か

らＣ船の船首前方に出現した。 

船長Ｃは、Ａ船に気付いた直後に機関を中立とし、船長Ｂは、機関

を後進としたが、Ａ船の船首部がＢ船の進路を遮るような状態でＣ船

の左舷船首部とＡ船の右舷船首部とが衝突した。 

Ｃ船は、マスト部分がＡ船の右舷フレアーで押し潰されながらＡ船

の右舷外板と接触し続け、その間、船体が、右舷側に最大約３０°傾

斜してＢ船と連結していたワイヤ等が切断した。 

僚船Ｄは、船長Ｄほか１人が乗り組み、Ｃ船の左舷後方６０°（８

時方向）付近を北西進中、船長Ｄが、Ｄ船の船首方を横切ったＡ船

が、その後、左転してＣ船の左舷方から衝突した状況を目撃した。 

（付図１ 推定航行経路図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、無風、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

Ａ社の安全管理規程及び付属基準の運航基準（神戸〜那覇航路）第

９条には、次のように規定されていた。 

（船長が甲板上の指揮を執るべき海域等） 

第９条 船長は、法令に定めるとき及び次に掲げる海域を航行す

るときは、甲板にあって自ら船舶を指揮しなければならない。 
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 港名 入港時 出港時 

大阪
友ヶ島通過３０分前付

近から着岸迄 
岸壁から友ヶ島南５浬付近 

※表は、大阪港以外省略

Ａ船においては、Ａ船が慣例としている操船の引継ぎ地点まで航海

士Ａが操船していた。 

船長Ａは、船橋内にいたが、航海士Ａから操船引継ぎの申出がなか

ったので、衝突直前まで航海士Ａに操船を任せていたが、その間、レ

ーダー見張り等による操船の支援を行わなかった。 

 航海士Ａは、Ａ船の慣例としている引継ぎ地点の手前であったこ

と、及び船長Ａから指示があるまでは、自力で操船できると考えて船

長に操船の引継ぎを行わなかった。 

Ａ船は、運航基準より約１時間３０分早く航行しており、特に急ぐ

必要はなかった。 

船長Ａは、漁船群が後続の漁船群になるほど密集していたので、後

続集団が接近する前に通過したいと考えていた。 

機船船びき網漁は、神戸空港沖に漁獲があるということであり、各

地の漁船が協定の操業開始時刻の０６時に合わせるよう、一斉に神戸

空港沖に向けて航行していた。 

Ｃ船列は、岸和田港外から衝突するまでの間、ほぼ一定の針路及び

速力であった。 

船長Ｂ、船長Ｃ及び船長Ｄは、共にＡ船の昼間信号灯及び音響信号

に気付かなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり、Ｃ あり 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

 Ａ船は、高石市西方沖において、大阪南港に向けて北東進中、Ｃ船

列が北西進中、航海士Ａが、右舷船首方に視認したＣ船列の前路を左

転して横切ろうとしていたところ、Ｃ船列に約０.３Ｍに接近し、衝

突の危険を感じたものの、船長Ｃが、Ａ船を見ているはずであり、Ｃ

船列が避航するものと思い込み、引き続いてＣ船列の前路を通過しよ

うとしたことから、Ａ船の右舷船首部とＣ船の左舷船首部等が衝突し

たものと考えられる。 

本事故発生場所は、Ａ社の安全管理規程によれば、船長が甲板上で

指揮を執るべき海域であり、Ａ社の安全管理規程の運航基準第９条

は、Ａ船では、遵守されていなかったものと考えられる。 

Ｃ船列は、高石市西方沖において、神戸空港沖の漁場に向けて北西

進中、船長Ｂが、Ｃ船列の針路等を主導し、正横付近の見張りを左舷

側は船長Ｃが主に行っていたが、船長ＣがＡ船を左舷側に視認したも
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のの、Ａ船との衝突の虞はないものと思い、船長Ｂに報告せず、その

後、Ａ船の動静を監視しておらず、さらに、両船長が、船首方を先行

する手船の動向及び魚群探知機に注意を向け、左舷前方の見張りを適

切に行っていなかったことから、左舷方から接近中のＡ船に気付か

ず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、高石市西方沖において、Ａ船が北東進中、Ｃ船列が北西

進中、航海士Ａが、右舷船首方に視認したＣ船列の前路を左転して横

切っていたところ、衝突の危険を感じたものの、Ｃ船列が避航するも

のと思い込み、引き続いてＣ船列の前路を通過しようとし、また、左

舷正横付近の見張りを主に行っていた船長Ｃが、Ａ船を左舷側に視認

したものの、Ａ船との衝突の虞はないものと思い、船長Ｂに報告せ

ず、その後、Ａ船の動静を監視しておらず、さらに、両船長が、船首

方を先行する手船の動向及び魚群探知機に注意を向け、左舷前方の見

張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生

したものと考えられる。 

参考  船長Ａは、本事故について、次のとおり、是正措置を採ることとし

た。 

・船員法第１０条（甲板上の指揮）及び運航基準第９条（船長が甲

板上の指揮を執るべき海域等）を甲板各部員に周知の上、法令及

び運航基準を遵守する。 

・船長が操船指揮を執り、当直航海士をレーダー見張りに従事さ

せ、適切な見張りを維持するとともに、安全航海のための操舵及

び機関減速又は停止の措置を講じる。 

Ａ社は、本事故について、上記是正措置を踏まえ、次のとおり具体

的な是正策を採ることとした。 

・友ヶ島水道３０分前から入港スタンバイまで、及び大阪出港時か

ら紀伊水道伊島までの間は、甲板部の当直部員を船橋に１人増員

し、機関の減速又は停止ができるように備える。 

・漁船群と接近する虞のある海域や船舶ふくそう海域に接近したと

きは、機関をスタンバイ状態とする。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・避航においては、変針ばかりに偏重せず、減速及び停止も検討す

ること。 

・動力船は、互いに進路を交差させて接近する場合は、衝突の虞の

判断を速やかに行い、横切り船の航法が適用される状況において

は、避航船及び保持船の動作を適切にとること。 
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